
証券総合取引規定の一部改定                                                  変更箇所は太字・下線 

改定前 改定後 

 

第１条～第３条 （略） 

 

（指定預金口座） 

第４条     （略） 

２  指定預金口座は、取扱店の普通預金口座または当座勘定に限るものと

します。 

 

 

第１条～第３条 （略） 

 

（指定預金口座） 

第４条     （略） 

２  指定預金口座は、当行の普通預金口座または当座勘定に限るものとし

ます。 

 

 


